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そ
の
他

し
　
尿

3
月
の
し
尿
収
集

　

３
月
の
し
尿
収
集
作
業
日
程
は
、

表
の
と
お
り
で
す
。

　

作
業
は
、
天
候
な
ど
の
理
由
で
２

～
３
日
前
後
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

申
込
先（
収
集
業
者
）

　

高
浜
衛
生（
株
）

　

☎
5
3
‒
０
５
１
６

問
合
せ
先

　

□市
市
民
生
活
グ
ル
ー
プ

　

☎
5
2
‒
１
１
１
１
（
内
線
263
）

し尿収集作業日程表
月　日 曜日 区　　域 月　日 曜日 区　　域
３月１日 日 16日 月 芳川町、田戸町二・三丁目

２日 月 青木町二～七丁目 17日 火 田戸町三・四丁目
３日 火 青木町七～九丁目 18日 水 田戸町五～七丁目
４日 水 春日町 19日 木 本郷町
５日 木 20日 金 呉竹町二～六丁目
６日 金 湯山町、神明町、沢渡町 21日 土・祝
７日 土 22日 日
８日 日 23日 月 呉竹町六・七丁目、屋敷町一～三丁目
９日 月 稗田町 24日 火 屋敷町四～七丁目

10日 火 25日 水 向山町一～六丁目
11日 水 二池町一～三丁目 26日 木 向山町六丁目、小池町
12日 木 二池町四～六丁目 27日 金 小池町、新田町、八幡町
13日 金 碧海町 28日 土
14日 土 29日 日
15日 日 30日 月 論地町、清水町

31日 火

問合せ先　市総合政策グループ
　　　　　☎ 52-1111（内線 366）
　　　　　Ｅメール：seisaku@city.takahama.lg.jp

対　　象　市内在住でおおむね１歳までのお子さん
掲�載場所　「広報たかはま」の各種相談（１日号）、保健ガ
イド（15日号）、そのほか各種記事で使用させていた
だく場合もあります。
応	募方法　Ｅメールに①お子さ
んの名前とふりがな②性別③
住所④電話番号⑤保護者の名
前を記入のうえ、写真データ
を添付して応募

　※	携帯電話で撮影した写真は
不可

　※随時受付

うちの子カワイイ !を広報にのせませんか?

赤ちゃんの写真を
募集します

加藤 暖
はる

都
と

くん
（沢渡町）

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
県

や
市
町
村
へ
の
各
種
申
請
・
届
出
を

行
う「
あ
い
ち
電
子
申
請
・
届
出
シ

ス
テ
ム
」は
、
４
月
１
日
㈬
に
新
し

く
な
り
ま
す
。

　

そ
れ
に
伴
い
、
シ
ス
テ
ム
の
切
り

替
え
作
業
を
行
い
ま
す
の
で
、
次
の

期
間
は
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
申
請
受
付

を
停
止
し
ま
す
。
こ
の
期
間
は
窓
口

な
ど
で
申
請
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。　

　

理
解
と
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
申
請
受
付
を
停
止
す
る
期
間

　

３
月
１
日
㈰
～
31
日
㈫

※	
３
月
20
日
㈮
ま
で
は
、
ロ
グ
イ
ン

し
て
過
去
の
申
請
な
ど
の
状
況
の

確
認
可

●
新
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
申
請
受
付

　

４
月
１
日
㈬
か
ら
開
始
し
ま
す
。

問
合
せ
先

　

	

□市
総
合
政
策
グ
ル
ー
プ
（
情
報
担

当
）

　

	

☎
５
２
‒
１
１
１
１
（
内
線
8069
）

あ
い
ち
電
子
申
請
・
届
出

シ
ス
テ
ム
に
よ
る
申
請
受

付
の
停
止
に
つ
い
て


